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あいち県民の日啓発推進事業委託業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

  本業務の名称は、「あいち県民の日啓発推進事業委託業務」とする。 

 

２ 目的 

県政150周年を契機に創設した「あいち県民の日（11月27日）」を県民に広く周知・

啓発するとともに、「あいちウィーク（11月21日～27日）」において、その趣旨を踏ま

えたイベントを実施することにより、「あいち県民の日」に関する機運の醸成を図る。

あわせて、県民意識調査や、その他指定する関連業務を行う。 

 

３ 業務内容 

（１）広報資材の作成及び納入等  詳細は別添１のとおり 

（２）ＰＲ広告の企画及び作成等  詳細は別添２のとおり 

（３）特設サイト及び公式Instagramの運営   詳細は別添３のとおり 

（４）あいち県民の日啓発推進イベントの企画・運営   詳細は別添４のとおり 

（５）あいち県民の日ＰＲブースの企画及び出展用資材の製作 詳細は別添５のとおり 

（６）「あいち県民の日」・「あいちウィーク」等に関する県民意識調査の実施  詳細は別添６のとおり 

（７）あいち県民の日連携事業及びあいちウィーク協賛事業の取組支援 詳細は別添７のとおり 

（８）追加提案（あいち県民の日啓発推進事業全般において、あいち県民の日及びあいち

ウィークを盛り上げていくのに効果的と認められる事業） 

   

４ 成果物の納品等 

委託業務実施報告書 

その他、別添１から７までのとおり 

 

５ 納入場所 

  愛知県県民文化局県民生活部県民総務課及び県が指定する場所 

   

６ 委託業務の実施期間 

 契約締結の日から2027年３月31日（水）まで 

 

７ 留意事項 

（１） 受託者は、委託業務の開始から終了までの間、業務内容全般を常に把握している
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専任の担当者を置くとともに、適正な人員を配置し、県との連絡・調整を密にしつ

つ、効率的に業務を進めること。 

（２） 受託者は、契約後速やかに具体的な実施内容を企画・検討し、業務実施に係る計

画書及びスケジュール等を作成し、県の承認を得るものとする。業務の実施に当たっ

ては、進捗状況及び今後の進め方等を県に逐次報告するほか、目安として、月に１

回以上、県と対面で打合せを行うこと。 

（３） この仕様書に特に記載のあるものを除き、委託業務を遂行する上で必要となる一

切の経費は、原則として受託者が負担すること。 

（４） 委託業務に当たり使用する図表やデータ、画像、映像等の著作権・使用権等の権

利については、受託者において、使用許可等を得ること（県が提供するものを除く）。

なお、これらを怠ったことにより著作権等の権利を侵害したときは、受託者は、そ

の一切の責任を負うこと。 

（５） 受託者は、「あいち県民の日ロゴマーク」について、必要な調整等を行ったうえで

広報等に使用すること。なお、受託者が調整や修正等を行ったロゴマークであって

も、その著作権は県に属するものとする（契約書第２条）。 

※「あいち県民のロゴマーク」の詳細については、下記URLを参照のこと。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/aichiday-logo.html 

（６） 受託者は、本業務の遂行に当たり知り得た情報を、県の許可無く他に漏らしては

ならない（契約終了後も同様とする）。 

（７） 「あいち県民の日啓発推進イベント」の企画・運営、その他の広報活動において

は、県の行う主要行事との連携に努めること。 

（８） 過去に実施した「あいち県民の日」・「あいちウィーク」に関する県民意識調査

（以下「意識調査」）の結果を、業務内容に反映させること。 

（９） 受託者は、本業務の実施に当たり、県から別途指示があった場合は、可能な限り

対応すること。 

（10） この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて県と受託者とが協議して

決めるものとする。 
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広報資材の作成及び納入等 

 

１ 概要 

11月27日があいち県民の日であることを県民に広く周知するとともに、あいち県民の

日条例の趣旨である、地域の自然、歴史、風土、文化、産業等についての理解と関心を

深め、愛知への愛着及び県民としての誇りを持つ契機となるような広報資材を作成し、

効果的なＰＲを実施する。 

  

２ 業務の内容 

  受託者は、あいち県民の日に関する広報資材の作成及び納入等に係る一切の業務を行

うものとする。 

（１）メインビジュアルの作成 

・ あいち県民の日の趣旨や目的を視覚的に表現した画像・デザイン（メインビジュ

アル）を作成すること。 

・ 作成したメインビジュアルを元に、ＰＲポスターその他の広報資材を作成するこ

と。なお、本メインビジュアルは、県があいち県民の日に関連して実施するその他の

広報に使用できるものとする。 

（２）あいち県民の日ＰＲポスターの作成（１種類・２サイズ）・印刷・封入（添え状を

含む）・配送業務 

受託者は、ポスターに使用するデザイン、キャッチコピー等の作成、ポスターの印

刷、配送に関する一切の業務を行う。 

ア サイズ・印刷枚数 

・ 原則Ａ２版・Ｂ２版の２種。共にカラー４色刷で、Ａ２版3,000枚、Ｂ２版

1,000枚の計4,000枚とする。 

・ 印刷するポスターの送付先・送付数については、「あいち県民の日ＰＲポス

ター配布計画（案）」を基本として、県と協議し、決定すること。 

・ 送付に当たっては、添え状（県が指示するもの）を同封すること。 

イ 留意事項 

・ 視認性が高く、あいち県民の日及びあいちウィークへの興味・関心を喚起する

とともに、認知度向上につながるデザイン等となるよう工夫すること。 

・ あいち県民の日ロゴマークを使用すること。また、11月21日から27日が「あい

ちウィーク」であることを示すこと。 

・ ポスターから、「別添３ 特設サイト及び公式Instagramの運営」で運営する特

設サイトへと誘引する工夫をすること。 

（別添１） 
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・ 版下の使用権は県に帰属する。 

・ 色校正を２回以上行うこと。色校正については、県と十分協議の上、その指示

に従うこと。 

（３）あいち県民の日ＰＲグッズの作成・用途企画・配送業務等 

 受託者は、あいち県民の日ＰＲグッズとして効果的なグッズ（２種以上）及びその

活用方法を提案するとともに、あいち県民の日ＰＲグッズの作成・配送等の一切の業

務を実施すること。 

ア 作成するグッズ 

 ・ 以下の内容を含む２種以上のＰＲグッズ（企画提案による） 合計3,000個以上 

  ○ マチ付きコットンバッグ（生地厚み５～６オンス） 1,000個 

 ・ なお、ＰＲグッズの種類及び作成個数は県と協議の上、決定すること 

イ ＰＲグッズの配送・納入 

作成したＰＲグッズは県が指定する場所及び愛知県県民文化局県民生活部県民総

務課へ配送・納入すること。 

ウ 留意事項 

・ 版下の使用権は県に帰属する。 

・ 色校正を２回以上行うこと。校正については、県と十分協議の上、その指示に

従うこと。 

（４）あいち県民の日テーマソングを活用した広報 

 受託者は、あいち県民の日テーマソングを活用した効果的な広報手法を提案し、実

施すること。なお、楽曲データについては、県から提供する。ただし、使用方法につい

て、制作者等と協議・調整が必要な場合には、県と協力の上、適切に実施すること。 

＜参考＞あいち県民の日テーマソングについて 

タイトル：愛を知る（2025年10月制作） 

制 作 者：まらしぃ（ピアニスト） 

 

３ 成果物  

  成果物として、次のとおり愛知県県民文化局県民生活部県民総務課へ納入すること。 

（１）あいち県民の日ＰＲポスター 

  ・ 作成したポスターの印刷用原稿の電子データ（Adobe Illustrator等）とPDF形式に

変換した電子データ、作成した素材の電子データ（ファイル形式：png、jpg、gif等）

を格納したCD-R等 １部 

・ 印刷したポスター  
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（２）あいち県民の日ＰＲグッズ 

  ・ 作成したグッズの原稿の電子データ（Adobe Illustrator等）とPDF形式に変換し

た電子データ、作成した素材の電子データ（ファイル形式：png、jpg、gif等）を格

納したCD-R等 １部 

  ・ 作成したグッズ 

（３）納期 

・あいち県民の日ＰＲポスター 2026年７月31日（金） 

・あいち県民の日ＰＲグッズ  2026年７月31日（金） 

ただし、制作するグッズの種類によっては、この限りではない。 





A2版 B2版

庁内各課室等（本庁地区）（★） 150 1 150 県民総務課納品

警察本部（★） 1 1 1 県民総務課納品

県民事務所広報コーナー（★） 6 1 6 県民総務課納品

その他県庁出先機関（★） 56 1 56 県民総務課納品

県内警察署（※） 46 1 46 業者から配送

県関係団体（公益財団法人等）（※） 46 1 46 業者から配送

○他自治体等

市町村（※） 54
未定

（各市町村の必要数を
とりまとめた後送付）

800 500 業者から配送

県内公立図書館（※） 69 1 69 業者から配送

○教育機関等

県立学校・特別支援学校（★） 176 1 176 県民総務課納品

公立小・中学校・義務教育学校
（名古屋市以外）（※）

995 1 995 業者から配送

私立小・中・高等・中等教育学校（※） 82 1 82 業者から配送

県内大学（※） 78 1 78 業者から配送

○その他団体

商工会議所・商工会（※） 79 1 79 業者から配送

女性団体（※） 10 1 10 業者から配送

経済団体（※） 41 1 41 業者から配送

○県民総務課使用分

県民総務課・事業者等使用分 1 - 365 500 県民総務課納品

合計 3,000 1,000

○県関係機関

配布方法配布先

　　　　　　　　　　　　　（★）＝8つ折りで納品、（※）＝業者直送（送付先は県が提供）

　　あいち県民の日PRポスター　配布計画（案）（2026）

箇所 配付数
合計配布数
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ＰＲ広告の企画及び作成等 

 

１ 概要 

あいち県民の日、あいちウィークを県民に広く周知するとともに、あいち県民の日条例

の趣旨である、地域の自然、歴史、風土、文化、産業等についての理解と関心を深め、愛

知への愛着及び県民としての誇りを持つ契機となるようなＰＲ広告（交通広告・Ｗｅｂ広

告等）を作成し、効果的に掲出する。 

 

２ 業務の内容 

  受託者は、ＰＲ広告に使用するデザイン、キャッチコピー等の作成及びＷｅｂ動画の作

成など、掲出に係る一切の業務を行うものとする。 

（１）ＰＲ広告の作成 

・ あいち県民の日ロゴマークを使用すること。 

  ・ あいち県民の日ＰＲポスターのデザインと統一性を持たせたものとすること。 

  ・ 広告媒体の特長を活かしたデザインを工夫すること。 

（２）ＰＲ広告の掲出 

 ア 交通広告 

・ 県内の交通機関を利用したＰＲ広告の掲出を行う。下記対象交通機関を利用し 

て、効果的と思われる掲出方法を提案すること。 

 対象交通機関：名古屋鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 

愛知環状鉄道株式会社、愛知高速交通株式会社（リニモ） 

・ 掲出期間はあいちウィーク（11月21日～27日）を含む11月中の２週間程度とす

る。 

イ Ｗｅｂ広告 

・ Ｗｅｂを利用した広告を作成及び掲出する。仕様は以下を基本とし、より効

果的な方法がある場合には、県と協議により変更できるものとする。 

  なお、掲出期間は、原則として2026年11月27日（金）までとする。 

 

 

 

 

ウ 追加提案 

   ・ ＰＲに効果的と思われる広告手法等があれば追加提案すること。 

    （過去例：あいち県民の日アンバサダーの登用、テレビやラジオなどでのＰＲなど） 

   ・ 大学生を中心として、20代に訴求するＰＲ手法等を追加提案すること。 

広告 掲出期間 仕様 

Instagram 広告 ２か月 
・15 秒動画    ・予想リーチ数：9,000～2.7 万 
・クリック想定：170～500  
・あいちウィーク（11 月 21 日～27 日）を含む２か月間 

（別添２） 
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エ 留意事項 

   ・ すべての広告において、校正を２回以上行うこと。 

   ・ 事前に掲出計画を作成、提出すること。 

 

３ 成果物 

（１）成果物 

   ・ 作成した広告原稿の電子データ（ファイル形式：PDF、jpg等）、作成した素材の電

子データ（ファイル形式：png、jpg、gif等）を格納したCD-R等 １枚 

・ 広告掲出証明書 

・ 交通広告等の掲出状況を撮影した現場写真（電子データ（PDF、jpg等）でも可） 

・ Ｗｅｂ広告のアクセス数などの解析データ 

（２）納期 

  2027年３月31日（水） 

※ Ｗｅｂ広告のアクセス数などの解析データについては、広告期間終了後速やかに

県へ提出すること。 
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特設サイト及び公式Instagramの運営について 

 

１ 概要 

  2023年度に開設した「あいち県民の日・あいちウィーク特設サイト」及び「あい

ち県民の日公式Instagramアカウント」の管理、運営及び内容の充実を行い、あいち

県民の日及びあいちウィークを盛り上げるための情報発信を行うことで、広く県

民に周知する。 

 

２ 業務の内容 

（１）あいち県民の日・あいちウィーク特設サイトの運営・管理 

  受託者は、あいち県民の日・あいちウィーク特設サイトの運営・管理に係る一切の

業務を行う。 

ア 期間 

   契約締結日から2027年３月31日（水）まで 

イ 業務内容 

   ・ 「あいち県民の日・あいちウィーク特設サイト」（https://aichiday1127.pre

f.aichi.jp/）の管理、運営及び更新等 

ウ 留意事項 

・ 更新の頻度、更新時期、更新内容等を県と協議の上、実施すること。 

・ あいち県民の日を盛り上げていくため、特設サイトのコンテンツや充実すべき

内容、新規ユーザーを増やすための工夫などを提案し、県と協議の上、実施する

こと。また、県が追加で指示するコンテンツについても、県と内容を協議の上、

追加すること。 

  なお、以下のページについては、必ず作成すること。 

① あいち県民の日・あいちウィークについて 

② あいち県民の日ロゴマークについて 

③ あいち県民の日テーマソングについて 

④ あいちウィークお出かけ情報（県・市町村・事業者等が実施する関連イベン

ト等を紹介するページ） 

⑤ あいち県民の日啓発推進イベント（別添４参照）について 

⑥ その他、関連するキャンペーン等を告知するページ 

・ あいちウィーク協賛事業（民間事業者等が行う事業）やあいち県民の日連携事

業（県・市町村が行う事業）については、事業実施者が入力できるフォームを作

成するとともに、フォームへの入力内容をもとに、各事業の個別紹介ページを作

（別添３） 
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成し公開する機構を実装すること。なお、ページの公開は、県が許可した場合に

実行される仕様とすること。また、その内容を一括してＣＳＶファイルでダウン

ロードできる機構もあわせて実装すること。 

  ・ 特設サイトの運営に当たっては、別添「委託事業Ｗｅｂページ作成及びサーバ

構築時の注意点」（愛知県総務局情報政策課作成）を参照し、運営すること。 

  ・ 現在利用中のサーバからの移行が必要になった場合は、円滑な移行が実施でき

るよう協力すること。 

・ 県職員が軽微な更新（文章の作成、写真のアップロード等）を直接実施できる

ようにすること。また、その作業内容に対応するための管理・運営用のマニュアル

を作成すること。 

（２）あいち県民の日公式Instagramの運営・管理 

  受託者は、あいち県民の日公式Instagramアカウントの運営・管理に係る一切の業

務を行う。 

ア 期間 

   契約締結日から2027年３月31日（水）まで 

   ただし、Instagramへの投稿は、原則として、2026年12月28日（月）までとする。 

イ 業務内容 

   ・ 「あいち県民の日公式Instagramアカウント」（https://www.instagram.com/ai

chiday1127/）の管理、運営及び更新等 

ウ 留意事項 

・ あいち県民の日・あいちウィークの認知度向上や、関連イベント・キャンペーン

を広く周知するため、目標となるフォロワー数を設定するとともに、目標達成に向

けたキャンペーンや、投稿が拡散されるような工夫を提案し、実施すること。 

・ 投稿頻度、時期、内容等を県と協議の上、実施すること。 

・ Instagramの運営方針変更等により継続的な利用に問題が生じた場合は、県と協

議の上、他のSNSに変更すること。 

・ 県民等からの投稿を募集する場合には、公序良俗、政治的思想及び社会的常識

照らして、県が不適切と判断するものについては、掲載できない仕組みとするとと

もに、十分なセキュリティ対策を実施すること。 

 

３ 成果物 

（１）成果物 

・ 特設サイトの掲載内容、作成した素材の電子データ（ファイル形式：png、jpg、gif

等）や管理・運営マニュアルを保存したCD-R等１枚 
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・ 管理・運営マニュアル２部 

・ 特設サイトの更新内容、アクセス情報（年代別サイトクリック数、遷移の動き等）

等で構成される作業実施報告書 １部 

・ Instagramのコンテンツ、作成した素材の電子データ（ファイル形式：png、jpg、 

gif等）を格納したCD-R等 １枚 

（２）納期  

2027年３月31日（水） 

・ 特設サイトの更新内容、アクセス情報については、中間報告として、2026年11月

27日（金）までの報告を速やかに提出し、その上であらためて2027年３月31日（水）

までに全期間の情報を報告すること。 





 

令和７年５月作成 

 

委託事業 Web ページ作成及びサーバ構築時の注意点 
（県公式 Web サイトのサブドメインを使用する場合） 

 

愛知県総務局総務部情報政策課  

 

１ セキュリティ対応 

(1) クロスサイトスクリプティング、SQL インジェクション、改ざん等のサイバー

攻撃への対策のため、サーバ、Web コンテンツ等のセキュリティ対策を施すこと。 

(2) 利用している機器又はソフトウェアについて、バージョンアップ又はセキュリ

ティパッチファイルが提供された場合、内容を確認し適切に対応すること。 

 サポートが終了した製品は使用しないこと。 

(3) Web ページの作成にあたり jQuery 等の外部ライブラリを使用する場合、セ

キュリティの脆弱性がないものを使用すること（令和７年５月時点において、

jQuery ライブラリを使用する場合は、バージョン 3.7.1 以上のものを使用する

こと。）。 

(4) 非公開ページ（テストサイト、公開前ページなど）及びサーバのアクセス制御

を行い定期的にサーバ、VPN 装置及びファイアウォール等の設定状況を確認す

ること。 

(5) Web ページの公開後において、当該ページにセキュリティの脆弱性が発見され

た場合は、契約期間内であるか否かを問わず、速やかに修正等の対応を行うこと。 

 

２ スマートフォン対応 

スマートフォン（Android、iOS）で表示した場合にも、レイアウトが適切に表

示される対応ができるページ（レスポンシブ Web デザイン）とすること。なお、

スマートフォン表示対応については、CSS 又は JavaScript により実現すること。 

 

３ Web アクセシビリティ対応 

Web アクセシビリティを確保した Web ページの作成に努めること。特に、JIS 

X 8341-3 :2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフ

トウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ」の適合レベル A 及び AA に極

力準拠するように作成すること。 

Web アクセシビリティの確認は、総務省が提供するアクセシビリティ評価ツール

「みんなのアクセシビリティ評価ツール：miChecker（エムアイチェッカー）

Ver.3.1」を利用し、少なくとも「問題あり」がないようにすること。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html 

 



 

４ HTML、CSS 等のチェック 

HTML の仕様は、WHATWG(Web Hypertext Application Technology 

Working Group)が策定した HTML Living Standard に準拠すること。 

次のチェックサイト又はチェックツールで、文法等のチェックを行い、エラーが

ないように確認するとともに、Google Chrome、Safari 及び Firefox にて表示

上の不具合がないか確認をすること（HTML 及び CSS のチェックサイトは別のも

のでも可）。 

＜HTML の文法チェックサイト＞ 

https://validator.w3.org/nu/ 

上記文法チェックサイトで「Error」が出ないように、「Warning」について

は極力なくすように Web ページを作成すること。 

＜CSS のチェックサイト＞ 

https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

上記文法チェックサイトで「エラー」及び「警告」を極力なくすように Web

ページを作成すること。 

＜Web アクセシビリティチェックツール miChecker Ver.3.1（総務省提供）＞ 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html 

上記のチェックツールの「音声ユーザビリティ」及び「ロービジョン」のチェッ

ク項目について、「問題あり」が出ないように、その他「問題の可能性大」等に

ついては極力なくすように Web ページを作成すること。 

 

５ 愛知県公式 Web サイトのサブドメインの使用 

Web サイト及びメールアドレスで使用するインターネットのドメインは、愛知県

公式 Web サイトのサブドメイン（「pref.aichi.jp」の先頭に任意の文字列を挿入

して作成したドメイン）で行うものとすること。 

 

６ その他 

作成した Web ページには、所管する所属名を設置すること。 
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あいち県民の日啓発推進イベントの企画・運営 

 

１ 概要 

あいち県民の日・あいちウィークを県民に広く周知するとともに、あいち県民の日条

例の趣旨である、地域の自然、歴史、風土、文化、産業等についての理解と関心を深め、

愛知への愛着及び県民としての誇りを持つ契機となるような各種イベント（あいちウィ

ークフェスタ2026及びあいち県民の日記念イベント2026）を行う。 

 

２ 業務の内容 

   受託者は、あいち県民の日啓発推進イベントに関する企画、準備、運営等に係る一切の

業務を実施する。また、あいち県民の日の趣旨にふさわしいコンセプトや演出、出演者、

プログラム等を提案して、県と協議の上、実施する。 

（１）イベント概要 

ア あいちウィークフェスタ2026 

（ア）会場及び開催日 

会 場 中部電力MIRAI TOWER下イベントスペース 

（名古屋市中区錦三丁目6-15先） 

開催日 2026年11月21日（土）、11月22日（日） 

（準備日含め11月19日（木）から11月22日（日）まで予約済） 

（イ）内容 

次の内容を基本とするが、新たな提案がある場合は県と協議の上、追加・入替

も可とする。 

〇 愛知の魅力トークステージ 

愛知県出身の著名人（LOVEあいちサポーターズ等４名程度）によるトークス

テージ 

〇 学生等によるダンスや吹奏楽などのパフォーマンス 

〇 愛知のものづくり、愛知の食材・グルメ、伝統芸能、県内市町村によるふるさ

と納税のＰＲ等に関連したステージイベントやワークショップ等 

〇 会場における関連ブースの設置、愛知の特産品などの物販等 

イ あいち県民の日記念イベント2026 

（ア）会場及び開催日 

会場  愛知芸術文化センターコンサートホール （収容定員1,800席） 

（愛知県名古屋市東区東桜一丁目１３－２） 

開催日 2026年11月27日（金）午後６時30分以降開始 

（別添４） 
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（イ）内容 

次の内容を基本とするが、新たな提案がある場合は県と協議の上、追加・入替

も可とする。 

○ オーケストラ（県が指定するもの）によるコンサート 

（２）実施計画・構成業務 

・ 「（１）イベント概要」をもとに、県と協議の上、実施計画を作成すること。 

・ 事業を実施するための業務スケジュール及び各種図面等の作成を行うこと。 

・ その他、業務を実施するにあたり必要となる各種資料の作成を行うこと。 

（３）開催までの調整・準備及び管理業務 

・ 実施計画等に基づき、県と調整を図り、事業の具体化、実施に向けた準備業務を

行うこと。 

・ 事業の実施に関わることについて、関係機関等との連絡調整に関する業務を行う

こと。 

・ 実施計画、業務スケジュールに基づき、業務の進捗状況を管理し、円滑に業務を

遂行すること。 

・ 運営に関するマニュアルを作成・印刷し、関係機関等への送付及び実施に関する

連絡調整、説明等を行うこと（作成に当たっては、スタッフ等が的確に運営できる

ように配慮すること）。 

・ 当日想定される緊急時に対応するため、緊急時の体制及び連絡網の整理、スタッ

フへの周知徹底を行うこと。 

・ 事業の実施に当たり、必要に応じて関係機関への許可申請等の手続きに関する業

務を行うこと。 

・ リハーサル等に関する出演者等への連絡調整、準備業務、実施に係る業務を行う

こと。 

・ 本事業に係る保険への加入手続き及び保険料の支払い等に関する業務を行うこと。 

・ イベントに対する協賛等があった場合には、県と調整の上、協賛事業者等との連

絡・調整に係る業務を行うこと。また、イベント会場等における協賛事業者等の広

報を効果的に実施すること。 

（４）出演者等関係業務 

・ 出演者等の連絡調整・対応、準備業務、当日管理などを行うこと。 

・ 出演者等への謝金や交通費などの支払いを行うこと。 
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（５）募集業務（「あいち県民の日記念イベント2026」のみ） 

・ 「ウェブ予約」システムを用いて、来場者数を事前に把握し、当日の来場者数の

確保に努めること（目標1,500人）。なお、事前予約状況に応じて、追加募集や当日

参加受付等の対応を行うこと。 

・ 「あいち県民の日記念イベント2026」の参加者募集、参加申込者一覧の作成、申

込者多数の場合の対応、入場整理券などの発送・参加者取りまとめ業務等を行うこ

と。 

・ 参加申込者からの問合せ等に対する対応業務を行うこと。 

（６）広報業務 

・ 各イベントのちらし作成及び印刷・配送に関する業務を行うこと。なお、「あいち

ウィークフェスタ2026」のちらしについては、来場者配付用のプログラムを兼ねる

ものとする。 

   ア あいちウィークフェスタ2026 

   （ア）部数・仕様 8,000枚 Ａ４版・両面・フルカラー 

   （イ）納入期限：2026年10月16日（金） 

   イ あいち県民の日記念イベント2026 

   （ア）部数・使用 8,000枚 Ａ４版・両面・フルカラー 

   （イ）納入期限：2026年９月30日（水） 

・ 色校正を２回以上行う。色校正については、県と十分協議の上、その指示に従う

こと。 

・ 配布先については、「あいち県民の日啓発推進イベントちらし配布計画（案）」を

基本とするが、他に効果的な告知先等があれば提案し、県と協議の上送付先を決定

すること。 

・ 送付に当たっては、添え状（県が指示するもの）を同封すること。 

（７）会場設営・撤去業務 

・ 実施計画等に基づき、会場設営、機材・備品等の搬入・設置・調整、装飾物の設置、

会場管理及び付随する業務を行うこと。 

・ 事業終了後、適正に撤去・搬出作業し、現状復帰を行うこと。 

・ 設営・撤去に当たっては、会場の構造、形状を損なわないように十分配慮するとと

もに、スタッフの配置、必要な養生及び安全対策を行うこと。なお、設営・撤去及び

搬入出の際に生じた器物破損、損傷等の修復については、受託者が対応、費用負担

すること。 

・ 必要に応じて、ゴミ処理等、会場内の清掃業務を行うこと。 
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（８）運営管理業務 

・ 実施計画、運営マニュアル等に基づき、管理運営業務に必要な全ての措置を講じ、

安全かつ適正に運営及び会場管理業務等を行うこと。 

・ 会場の運営管理については、会場警備・誘導、来場者受付・案内等対応、登壇者

対応、舞台の進行管理、設備の操作、控室の管理、出演者や来場者等からの問合せ・

トラブル対応、スタッフ等の指導・管理等を行うこと。 

・ スタッフ、出演者等については、ＩＤカード等により管理を行うこと。 

・ 障害のある方に対して、手話や要約筆記、音声等による対応など合理的な配慮を

行うこと。 

・ 来場者へのイベントプログラムの作成・配布、記念品等の袋詰め作業を行うこと。 

・ 来場者アンケートを実施するとともに、アンケートを集計して開催後速やかに県

へ提出すること。 

・ 入場者数を集計し、イベント当日中に県へ報告すること。入場者数のカウント方

法は事前に県と協議のうえ決定すること。 

・ 緊急時において、施設管理者や関係機関等と連携し、迅速に対応を行うこと。 

・ 実施状況などの記録写真の撮影を行うこと。 

・ 写真、動画等でイベントの記録を行い、イベント終了後も特設サイトに掲載する

など広報を行うこと。 

（９）その他 

・ 新型コロナウイルス等、感染症対策が必要となった場合は、速やかに実施計画を

変更し、県と協議の上、ソーシャルディスタンスの確保、消毒・マスク等の用意

など、会場やスタッフ等の適切な感染症対策を講じること。 

・ その他、本事業の準備・実施などに当たり、必要な業務を行うこと。 

 

３ 成果物 

 実施計画、マニュアル、台本、制作物、プログラム、ちらし、当日の写真及び動画等

を記録した電子データ（ファイル形式：PDFやjpg等）が記録されたCD-R等 １枚 

＜納期＞ 

  2027年３月31日（水） 

 

 



※は業者直送、それ以外は県民総務課納品へ納品

○県関係機関 箇所 配布数
合計
配付数

配布数
合計
配付数

庁内各課（出先機関・県立高校等含む） ー ー ー ー ー

県民事務所広報コーナー 6 20 120 20 120

県警本部 1 10 10 10 10

県関係機関（広報協力施設） 30 100 3,000 20 600

市町村（名古屋市以外） 53 10 530 10 530

名古屋市役所 1 20 20 20 20

名古屋市区役所 22 10 220 10 220

県内図書館※ 69
愛知県図書館200部

その他各20部 1,090
愛知県図書館200部

その他各20部 1,090

県内大学※ 78 10 780 10 780

あいちウィークフェスタ配布分※ ー ー ー ー 4,000

県内商工会議所 22 10 220 ー ー

県内商工会 57 10 570 ー ー

協賛事業者 ー ー ー ー ー

県民総務課使用分（記者発表・PRイベント等） ー ー 1,440 ー 630

8,000 8,000

※あいちウィークフェスタは当日のプログラムも兼ねる

○その他

○県民総務課使用分

あいち県民の日啓発推進イベントちらし　配布計画(案)

あいち県民の日
記念イベント

あいちウィーク
フェスタ

○他自治体等

○教育機関等
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あいち県民の日ＰＲブースの企画及び出展用資材の製作 

 

１ 概要 

あいち県民の日及びあいちウィークをＰＲするため、県が各種イベント等において出

展するあいち県民の日ＰＲブースについて、ＰＲに効果的な出展内容を企画・提案する

とともに、出展に必要となる資材等を製作し、ブース出展の運営を支援する。 

  

２ 業務の内容 

受託者は、県が各種イベント等に出展するあいち県民の日ＰＲブースについて、ＰＲ

に効果的な出展内容を企画・提案するとともに、出展に必要となる資材を製作・納品す

る。 

（１）出展ブースの企画 

・ 県があいち県民の日に関連したブース出展を行うにあたり、ＰＲに効果的な出展

内容を企画・提案すること。 

 （例：あいち県民の日を紹介するパネル等の展示物、ブース装飾等） 

・ 企画に当たっては、子どもを含む来場者が簡易に体験できるコンテンツ（以下「体

験コンテンツ」という。）を含むこと。 

（ぬり絵体験、缶バッジ作成体験等の簡易な体験を想定） 

  ・ 出展ブースの設営及び運営については、原則として県において実施するものとす

る。なお、設営において特別な技術等が必要なものは避けること。 

（２）出展用資材の製作及び納品 

・ 「（１）出展ブースの企画」の実施に当たり、必要となる出展用資材一式を製作又

は調達し、愛知県県民文化局県民生活部県民総務課へ納品すること。 

・ 体験コンテンツの実施に必要なマニュアル等を資材と合わせて納品すること。 

（３）留意事項 

・ 本事業で企画・製作する出展用資材（体験コンテンツに使用する資材含む）につ

いては、契約期間終了後も県において継続的に使用できるものとする。 

・ 出展ブースの規模等に応じて、展示内容等を選択できるよう工夫すること。 

 

３ 成果物  

  ・ 制作した出展用資材の電子データを格納したCD-R等 １部 

  ・ 出展用資材等 一式 

   ＜納期＞ 

   2026年９月30日（水） 

（別添５） 
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「あいち県民の日」・「あいちウィーク」等に関する県民意識調査の実施について 

 

１ 概要 

次年度に向けてより効果的な事業内容としていくため、「あいち県民の日」、「あい

ちウィーク」等及び愛知への愛着や県民としての誇り（シビックプライド）等について

の調査を行う。 

 

２ 調査の仕様等 

（１）調査対象者 

県内に居住する 18 歳以上の県民 2,000 人以上 

（２）抽出方法 

インターネット調査会社の登録モニターのうち、条件に合致する者（例：愛知県

居住者かつ、18 歳以上の男女）を無作為に抽出し、アンケートを配信する。 

（３）調査方法 

調査票の配布：インターネット 

調査票の回収：インターネット回答 

（４）調査項目 

「あいち県民の日」及び「あいちウィーク」等に関する意識等を問う設問（30 項

目程度） 

※ 設問は 2025 年度に実施した「「あいち県民の日」・「あいちウィーク」等に

関する県民意識調査」を基本とし、県と協議の上設定すること。 

（５）調査スケジュール（協議による変更あり） 

調査票作成               2026 年 12 月上旬 

アンケート回答画面作成         2026 年 12 月下旬 

インターネットアンケート実施      2027 年１月中旬 

調査報告書納品             2027 年２月 19 日（金） 

 

３ 委託業務の内容 

（１）調査票の作成 

調査票の作成・調整及び、インターネットでの回答画面作成 

（２）調査対象者の抽出 

インターネット調査会社の登録モニターのうち条件に合致する者（例：愛知県居

住者かつ、18 歳以上の男女）を無作為に抽出して、事前調査の案内をメール等で

配信。なお、調査対象者の抽出に当たっては、年代バランスに配慮し、県と調整

（別添６） 
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の上、決定すること。 

（３）インターネットアンケートの配信及び回収 

候補者を事前調査で抽出し、調査票の内容を記載した本調査をインターネットで

実施する。2,000 人以上のサンプルを回収できるまで、実施期間を設定し、案内の

再配信などの取り組みを行うこと。 

（４）調査結果の集計及び分析 

・ 全体集計の他、性別、年齢別、職業別及び地域別の属性ごとの集計 

・ 設問毎に本県が指定する内容によるクロス集計 

・ 自由意見については、回答を類型化し、類型ごとに件数を集計した上で、回

答者の属性を付し回答全文を収録した記録を作成 

（５）調査報告書データの作成 

ア 作成物及び仕様 

・ Ａ４判 35 ページから 50 ページ程度、表紙・本文カラーで２冊製本 

・ ウェブページ掲載用 PDF ファイルデータ一式 

・ ウェブページ掲載用PDFファイルの原稿となるワードデータ、エクセルデータ

一式（CD-R にて提出） 

・ 納期：2027 年２月 19 日（金） 

イ 構成内容 

(ア) 表紙、目次 

(イ) 調査の概要 

・ 調査の概要（調査目的、調査概要、報告書の見方） 

・ 回答者の属性（性別、年齢、職業、地域、既存調査との比較） 

(ウ) 調査結果 

・ 設問項目ごとに全体集計グラフ、結果のポイントを文章で記述する。 

・ 設問項目ごとに基本属性別集計グラフ、結果のポイントを文章で記述する。 

・ 設問項目ごとに本県の指定する内容によるクロス集計グラフ、結果のポイ

ントを文章で記述する。 

・ 本県が指定する設問について、既存調査との比較グラフを記述する。 

(エ) 調査票 

 

（６）調査報告書（概要版）データの作成 

ア 作成物及び仕様 

・ Ａ４判 10 ページ程度 

・ ウェブページ掲載用 PDF ファイルデータ一式 
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・ ウェブページ掲載用PDFファイルの原稿となるワードデータ、エクセルデータ

一式（CD-R にて提出） 

・ 納期：2027 年２月 19 日（金） 

イ 構成内容 

(ア) 表紙、目次 

(イ) 調査の概要 

・ 調査の概要（調査目的、調査概要、報告書の見方） 

(ウ) 調査結果 

  本県の指定する設問項目（10 問程度）ごとにグラフ、結果のポイント、既存

調査との比較表等を記載する。 

 

 ４ 成果物 

 ・ 調査報告書（３（５）ア及び３（６）アと同じ） 

 ・ 集計データ及び回答者ごとの入力データ（個人情報は除く）一式（エクセルデータ） 

 ・ グラフデータ一式（エクセルデータ） 
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あいち県民の日連携事業及びあいちウィーク協賛事業の取組支援について  

 

１ 概要 

市町村が実施する「あいち県民の日連携事業」及び民間事業者が実施する「あいちウ

ィーク協賛事業」実施について、県と協力して実施拡大及び利用促進に向けた取組に協

力するとともに、協賛品の受取り・配送など、事業の実施を支援すること。 

 

２ 業務の内容 

（１）「あいち県民の日連携事業」及び「あいちウィーク協賛事業」の実施拡大及び利用

促進に関すること 

・ 「あいち県民の日連携事業」及び「あいちウィーク協賛事業」の実施拡大に向け

て、実施主体への働きかけに協力すること。 

・ 「あいち県民の日連携事業」及び「あいちウィーク協賛事業」の利用促進に向け

て、効果的な広報等について提案し、実施すること。 

（２）協賛品の受取及び配送に関すること 

・ あいち県民の日・あいちウィークの取組に対して提供される協賛品について、提

供事業者からの物品の受取り及び活用先への仕分け・配送に関する業務を行うこ

と。 

・ 受取先及び配送先については、県の指示によること。 

  （受取先：５か所程度、配送先：30 か所程度） 

（別添７） 
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